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「手話の普及推進を通じて、県民みんながお互いを大切にし、支えあう社会を実現したい。」 

その理想を掲げて神奈川県手話言語条例が施行されました。そして、この趣旨に則って、 

平成 28年度から32年度までの5年間を期間とする神奈川県手話推進計画が策定されました。 

神奈川県教育委員会では、平成28年度から毎年５月を「手話月間」としています。ぜひ、この

機会に児童・生徒の手話への理解が深まるよう取組を進めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月は手話月間です 

小学生の部、中高生の部…優秀賞（数作品） 

優秀賞の中から「いのちの授業」大賞1名  

 

〔募集期間〕 平成27年６月1日(月) 
～平成27年10月16日(金) 

 
※ 表彰式は平成28年１月を予定 

 

 

[問合せ先] 神奈川県教育委員会教育局支援部子ども教育支援課 

 

■ 神奈川県手話言語条例について 

県民の手話に対する理解を深め、手話を利用しやすい

環境を整備していくことが必要であると考え、平成27

年4月1日に、手話の普及等に関する施策を推進するた

めの条例が制定されました。 

この条例では、ろう者とろう者以外の者が共生するこ

とのできる地域社会の実現をめざして、 

○ 基本理念 

○ 県の責務・県民、事業者の役割 

○ 手話推進計画    

等について定めています。 

※福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課のホームページ

「神奈川県手話言語条例」から、手話言語条例の全文が手

話動画でご覧いただけます。 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f537527/p1192603

. 

■ 神奈川県手話推進計画について 

神奈川県手話言語条例に則って、平成28年3月

に「神奈川県手話推進計画」を策定しました。計

画の期間は平成28年度から32年度の5年間です。  

計画の方向性は次の3つです。 

１ 手話の普及 

２ 手話に関する教育及び学習の振興 

３ 手話を使用しやすい環境の整備 

この方向性を踏まえ、県が計画期間中に取組む

施策として 

●児童・生徒の学びを充実する。 

●教員向けの手話研修を充実する。 

●手話を学ぶためのしくみを充実する。  

があげられます。 

県ＰＲキャラクター 

かながわキンタロウ  

やってみよう 手話のあいさつ 
こんにちは おはようございます ありがとう 

資料２



神奈川県内の小・中学校では、「手話体験教室」「手話で歌おう」「手話 

講師による講演会」「（手話で）あいさつ運動」等、児童・生徒や地域の実態 

に応じた様々な取組を行っています。 

具体的な取組については「小学校・中学校における手話に関する取組事例集」 

をホームページに掲載していますので、参考にしてください。 

［ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3p/cnt/f533642/ ］ 

■ 取組事例（小学校）             ■取組事例（中学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ 手話に関する情報（県教育委員会の主な取組） 

○手話学習の取組事例について  

「小学校・中学校における手話に関する取組事例集」（平成27年度～平成30年度） 

○手話啓発ポスターについて 

        http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f536252 

○手話啓発リーフレット「手話を楽しく学ぼう」 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3p/cnt/f535303/ 

 〇手話に関する情報 

   「県立高等学校・県立中等教育学校における 

手話に関する取組事例集」 

学習教材「手話を楽しく学ぼう！」リーフレット 

動画 高校生による「手話を楽しく学ぼう！」 等 

    http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/cnt/f533708/ 

※福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課のホームページ「神奈川県手話学習用冊子・動画」

から、     手話学習用冊子のダウンロードができます。また、手話学習用動画がご覧いただけます。 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f537527/p1192626 

★交流授業での取組（第3学年） 
  
手話をろう学校の児童から教えてもらい、一緒

にフルーツバスケットを行い、また、ろう学校の

児童が先頭及び列の半ばになり、お題となる言葉

の手話を伝える手話伝言ゲームを行いました。 

また、小学校の児童が、ろう学校の児童と手話

以外の方法（手のひらに文字を書く等）でコミュ

ニケーションをとろうとする姿も見られました。 

  平成30年度 平塚市立富士見小学校 

神奈川県立平塚ろう学校  

★部活動（合唱部）での取組 
  
歌を手話で表現することで、聴こえないこと

や手話表現の素晴らしさを伝える活動をしてい

る講師の姿に触れるととも 

に、手話表現を学ぶことで、 

歌詞への理解を深めようと 

する気持ちが深まり、表現 

することの楽しさも、より 

味わえるようになっています。 

    平成30年度 藤沢市立湘洋中学校 

この他にもさまざまな取組が行われています。手話を通じて、児童・生徒がお互いを大切

にすることに気づき、支え合う関係を実現できるようになることをめざしています。 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3p/cnt/f533642/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f536252
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3p/cnt/f535303/
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f537527/p1192626



